
公立大学法人大阪府立大学業務方法書（案） 
 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この業務方法書は、地方独立行政法人法（平成１５年法律第１１８号。以下「法」

という。）第２２条第１項及び大阪府地方独立行政法人法施行細則（平成１７年大阪府規

則第３０号）の規定に基づき、公立大学法人大阪府立大学（以下「法人」という。）の業

務の方法について基本的事項を定め、その業務の適正な運営に資することを目的とする。 

 （業務運営の基本方針） 

第２条 法人は、法第２５条第１項及び法第７８条第１項の規定により大阪府知事から指

示された中期目標に基づき、業務の効果的かつ効率的な運営に努めるものとする。 

 
第２章 業務の方法 

 （大学の設置及び運営） 

第３条 法人は、広い分野の総合的な知識と深い専門的学術を教授研究し、豊かな人間性

と高い知性を備えるとともに応用力や実践力に富む有為な人材を養成するため、大阪府

立大学を設置し、これを運営するものとする。 

 （学生支援） 

第４条 法人は、学生が学習しやすい環境づくりを推進し、全ての学生に対し、修学、進

路選択や心身の健康等に関する相談など学生生活に関する相談・情報提供などの支援活

動を行うものとする。 

 （受託研究等） 

第５条 法人は、民間企業や試験研究機関等との間の共同研究や受託研究、これらへの技

術指導を拡充するなど、法人以外の者と連携して教育研究活動の推進に取り組むものと

する。 

 (学習機会の提供及び社会貢献) 

第６条 法人は、府民の生涯学習への需要に応えるよう、学部・大学院における社会人の

受け入れの推進や多様な公開講座の充実に取り組み、幅広く学習機会を提供するととも

に、大学に蓄積された知識や技術を積極的に社会に還元し、地域社会及び国際社会の発

展に寄与するものとする。 

（附帯事業） 

第７条 法人は、第３条から前条までに掲げる業務を効果的かつ効率的に実施するため、

附帯して必要となる関連業務を行うことができる。 

 

 

資 料 ２



第３章 業務の委託等 

（業務の委託） 

第８条 法人は、公立大学法人大阪府立大学定款に規定する業務の一部を外部の者に委託

することにより効率的にその業務を遂行することが認められ、かつ、委託することによ

り優れた成果を得られることが十分期待できる場合、業務の一部を委託することができ

る。 

（委託契約） 

第９条 法人は、前条の規定により業務を委託するときは、受託者との間に業務に関する

委託契約を締結するものとする。 

（契約の方法） 

第１０条 法人は、売買、貸借、請負その他の契約を締結する場合においては、すべて公

告して申込みをさせることにより競争に付するものとする。ただし、契約の性質又は目

的が競争を許さない場合その他法人の規則で定める場合は、指名競争又は随意契約に付

すことができるものとする。 

 
第４章 雑則 

第１１条 法人は、この業務方法書に定めるもののほか、その業務に関し必要な事項につ

いて、別に定めるものとする。 

 

附 則 

 この業務方法書は、大阪府知事の認可の日から施行し、平成１７年４月１日から適用す

る。 


